
 - 1 -

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚（消波ブロック） 

発生日時 平成２６年９月７日 ２３時０６分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港第３区 

八戸港白銀
しろがね

西防波堤東灯台から真方位０１０°１,３７０ｍ付近 

（概位 北緯４０°３３.００′ 東経１４１°３２.９７′） 

事故調査の経過  平成２６年９月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十三大栄
だいえい

丸、１３８トン 

１２７８６２、大栄水産株式会社 

３４.９０ｍ（Lr）×７.６０ｍ×３.０５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和６１年２月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３５歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成１４年４月３日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２４年２月９日 

 免状有効期間満了日 平成２９年４月２日 

一等航海士 男性 ２５歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２５年１２月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１２月１９日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１２月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷側の球状船首部及び左舷中央部の外板に亀裂等 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び一等航海士ほか２３人が乗り組み、船首約１.９

ｍ、船尾約３.８ｍの喫水により、‘八戸港第３区の中央防波堤と第２

中央防波堤の間の水路’（以下「本件水路」という。）へ向けて約１１

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で真方位約１７４°の

針路により航行した。 

 船長は、操舵室中央部の操舵スタンドの後方に立って手動操舵で操

船を行い、一等航海士は、操舵室左舷側のレーダーの後方に、甲板員

Ａは、操舵室右舷側のレーダーの後方にそれぞれ立ち、甲板員Ｂは、
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操舵室右舷側に設置された椅子に座り、共に見張りを行っていた。 

 船長は、船首方約０.５海里（Ｍ）の本件水路のほぼ中央に浚渫
しゅんせつ

船

が錨泊していることを視認し、操舵室にいた乗組員に浚渫船と第２中

央防波堤の間を航行する旨を告げた後、約９kn に減速し、浚渫船と第

２中央防波堤の間を航行することに注意を向けながら南進を続けた。 

 船長は、甲板員Ｂから浚渫船の北東方で、本船の船首方２００～３

００ｍ付近に赤色灯浮標を視認した旨の報告を受け、左転して同灯浮

標から大きく隔てて航行しようとした。 

操舵室にいた乗組員は、赤色灯浮標を通過する際、全員が同灯浮標

に注意を向けていた。 

本船は、船長が至近に第２中央防波堤を認め、とっさに右舵一杯と

して主機を中立としたものの、平成２６年９月７日２３時０６分ご

ろ、同防波堤北端に敷設された消波ブロックに乗り揚げた。 

本船は、船長が海上保安庁及び船舶所有者に事故の発生を通報した

後、本船に続いて入港してきた僚船に救援を依頼し、一旦消波ブロッ

クから引き出され、乗組員が浸水の有無を確認したところ、夜間であ

ったので詳細に確認できなかったものの、ビルジの量もほとんど変わ

っておらず、自力航行が可能であったので、２３時５５分ごろ八戸漁

港（舘鼻地区）に入港した。 

本船は、再度、船長が浸水の有無を確認したところ、船首部に浸水

が認められたので、本船のビルジポンプで排水作業が行われた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２～３、視界 良好 

海象：波向 南西、波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 月出時刻は１６時２９分で、月齢は１２.０であった。 

 その他の事項 本船は、まき網船団の網船で、例年、東シナ海及び長崎県対馬
つ し ま

市対

馬沖で操業を行っていたが、関係国との漁業協定が締結される見込み

が立たないので、八戸港東方沖で操業することとなった。 

船長、一等航海士及び甲板員Ａは、八戸港への入港が初めてであっ

たが、甲板員Ｂは、約１３年前に入港したことがあった。 

本船は、本事故当時、入港作業の準備をしており、船首配置の乗組

員はいなかった。 

 第二管区海上保安本部は、平成２６年第二管区水路通報第１４号

（平成２６年４月９日掲載）により、工事実施に伴い、本件水路に航

泊禁止区域及び全長１００ｍを超える船舶の航行制限区域を設け、航

泊禁止区域の四隅に灯浮標を設置し、工事実施中は警戒船を配備する

旨の情報提供を行っていた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 本船には、海図Ｗ６５（八戸港）が備えられていたが、船長は、上

記水路通報を入手しておらず、本件水路内で航泊禁止区域等が設定さ
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れていることを知らなかった。 

 船長は、八戸港に入港する前、本件水路又は本件水路よりも航路幅

が広い八太郎北防波堤と中央防波堤の間から入港することとしていた

が、甲板員Ｂから漁船は本件水路から入港することが多い旨の情報を

得て、本件水路から入港することとした。 

船長は、上記水路通報を事前に入手していれば、本件水路から入航

することはなかったと思った。 

 第２中央防波堤北端部には、標識灯（灯質：黄光、毎４秒に１閃

光）が設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、八戸港の本件水路に向けて南進中、船長が、本件水路に敷

設された赤色灯浮標に注意を向け、船首方の見張りを適切に行ってい

なかったことから、第２中央防波堤の北端部に接近していることに気

付かず、同防波堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げたものと考えら

れる。 

 船長は、本件水路に設定された航泊禁止区域等の情報を知らず、船

首方約２００～３００ｍに接近して初めて赤色灯浮標に気付いたこと

から、同灯浮標に注意を向け、第２中央防波堤の存在を失念したもの

と考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、八戸港の本件水路に向けて南進中、船長

が、本件水路に敷設された赤色灯浮標に注意を向け、船首方の見張り

を適切に行っていなかったため、第２中央防波堤の北端部に接近して

いることに気付かず、同防波堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、初めての港に入る際、事前に水路調査を十分行うととも

に、必要に応じて適切な避険線等を設定すること。 

 ・特定の物標に注意を向けると他の物標を見落とすことがあるの

で、適宜周囲の見張りを行うこと。 
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八戸港白銀西防波堤東灯台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

事故発生場所 

（平成２６年９月７日 

 ２３時０６分ごろ発生） 

青森県八戸市 

八戸港 

× 航泊禁止区域 

航行制限区域 

本船の航跡 

赤色灯浮標 

錨泊していた浚渫船 

中央防波堤 

第２中央防波堤 

八太郎北防波堤 

港界 


